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税の概要

Ｐ５ 税金の全体の具体例
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Ｐ６ 税の基本用語

Ｐ７ 税金の仕組み

課税標準×税率＝税 額
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Ｐ７ 税金をやすくする方法

課税標準 × 税率 ＝ 税額
↓ ↓ ↓

課税標準を 税率を低く 税額を

下げる。 する。 差し引く

Ｐ８ 納税方法

①申告納税方式

所得税、相続税、贈与税

②賦課課税方式（普通徴収）

固定資産税、都市計画税、不動産取得税

③なんの手続きを要しないもの。

印紙税、登録免許税
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まとめ

地方税

•固定資産税
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Ｐ１７ 誰が課税するのか？

売り主 売買契約 買い主B

宮崎県 鹿児島県

市町村 在住

２．納税義務者

固定資産税は、毎年１月１日（これを賦課期日という）現在の所
有する固定資産に対して課税され、固定資産の所在地の市区
町村に納税する市区町村税である。

Ｐ１７ 課税主体
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Ｐ１７ 課税客体

宅地、農地等土地
固
定
資
産

住宅 店舗 工場 倉庫その他家屋
土地、家屋以外で事業の用に供することができる資産で原
価償却の対象となる資産。具体例としては各種製造設備等
の機械。工具、車両など

償却資産

Ｐ１９ 徴収方法

６．徴収方法(普通徴収)
①納税前に市町村から納税通知が送られてくるので、申告の必要はな

い。

②市町村が発行する納税通知(納期期限10日までに納税者に交付され
る)に従って納税すればよい。このような方法を普通徴収という。

③納税期は市町村により異なる場合があるが、４月、７月、１２月、２月の
４期に分けて賦課徴収（または普通徴収ともいう。）になっていて市町
村の条令で定める。当然一括でもよい。
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Ｐ１７ 納税義務者

❶ 1月1日現在において所有者として固定資産課税台帳に『所

有者』として登記・登録されている者

❷ 1月1日現在において所有者として補充課税台帳に『所有者

』として登録されている者

❸ 従って、１月２日以降に固定資産を取得した場合、その者は

、その年の固定資産税は課税されず、翌年から課税されるこ

とになる。

Ｐ１７ 基準日(納税者)

R3 ～ R4 1/1 R4 1/2         R5 1/1

● ◎ ●

A B                  B

譲渡

ここからBに
課税される
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Ｐ１８ 納税義務者の例外

①質権または100年より永い地上権が設定されているときの質権者、地
上権者。

②納税義務者が1月1日前に死亡していた場合、1月1日現在、所有して
いる者

③災害等によって所有者が行方不明の場合、実際に使用している者

④登記している者が死亡している場合、1月1日現在の現実の所有者

Ｐ１８ 納税義務者

注意 質権の目的である建物については、建物の所有者が納
税義務者である。

質権者が納税義務者になるのは土地についてだけである。
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７．課税標準
（１）課税標準

１月１日現在における価格で、固定資産税課税台帳に登録された価格（固定資産税
評価額）。

（２）価格の見直し

固定資産税の課税標準である登録価格は、３年ごとに見直しが行なわれる。

基準年度に登録された価格は原則として３年間据え置きだが、その間、地目の変更
や家屋の増改築等により据え置きが不適当となった場合はその時点で見直しが行な
われる(次の基準年度令和４年度)。

Ｐ１９ 課税標準の見直し

Ｐ１８ 固定資産税台帳とは
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範囲閲覧者

納税義務に係る固定資産納税義務者

権利の目的である土地に限られる借地権者

権利の目的である家屋に限られる借家人

Ｐ１９ 固定資産税台帳の閲覧制度

Ｐ２０ 縦覧帳簿・固定資産税台帳
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④ 審査の申出

固定資産税の納税者は、固定資産税台帳に登録された価格に
不服のある場合は、市町村長の価格登録の旨の公示の日（４
月１日）から納税通知書の交付を受けた日後3カ月までの間に、

固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出の文章をもっ
て行なう事が出来る。

Ｐ２０ 不服申し立て

９．非課税

① 国、地方公共団体等が所有する一定の固定資産は非課税

とされている。

② 宗教法人、学校法人等の一定の用に供する固定資産。

③ 公共用道路等一定の公共用の固定資産等。

Ｐ２１ 非課税
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Ｐ２１ 免 税

不動産取得税固定資産税

①土地 １０万円未満

②家屋 ２３万円未満

③取得 １２万円未満

（家屋）

①土地 ３０万円未満

②家屋 ２０万円未満

③償却 １５０万円未満

注意

固定資産税の免税点の金額は、不動産取得税と違い土地や家
屋の一点ごとの金額でなく、同一の納税義務者が同一の市町
村内において所有する土地や家屋の課税標準の合計額の点に
注意。

Ｐ２１ 免 税
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Ｐ２１ 税 率

税率＝1.4%

制限税率は規定されない

Ｐ２２ 課税標準の特例
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Ｐ２２ 課税標準の特例内容

注意 ２００㎡を越えた場合すべてが１/３になるわけではない。
２００㎡以下の部分１/６に注意。

•

例外

• 空き家等対策推進法の規定により、所有者等に対し勧告され
た特定空き家等の敷地の用に供されている土地には、この特
例は適用されない。

Ｐ２２ 課税標準の特例 その1
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Ｐ２３ 税額控除その2

Ｐ２３ 税額の減額の特例

新築住宅の減額の特例の内容

税額×1/2
① 一般住宅→3年(認定優良住宅5年)
② マンションなどの中高層耐火建築物 →5年(認定優良住宅7年)

適用要件

③ 面積＝５０㎡～２８０㎡ 面積＝４０㎡～２８０㎡（貸家）

④ １２０㎡までの部分が減額
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Ｐ２４ 注意点

注意
①新築住宅についての特例である事。
②課税標準が１/２になるわけではなく、課税標準に税率をかけた後の

税額が１/２になるものである事。
③住宅部分の床面積が１２０㎡を越えた場合でも、すべてについてこの

特例が使えないわけではなく、１２０㎡以下の部分については、特例
が使える事。

④住宅の床面積が、５０㎡（貸家住宅４０㎡）以上２８０㎡以下である事。

１４．固定資産税の減免
市町村長は、天災その他の特別の事情がある場合にお
いて、固定資産税の減免を必要とする者や、貧困により
生活のため公私の扶助を受ける者等に対し、固定資産
税の減免をすることができる。

Ｐ２４ 減 免
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固定資産税と取得税の違い

固定資産税の新築住宅の
減額の特例

不動産取得税の課税標準
の特例の要件

① 用途 新築住宅

② 床面積50㎡~280㎡

貸家 40㎡~280㎡

① 用途 新築住宅

② 床面積50㎡~240㎡

貸家 40㎡~240㎡

① 中古住宅適用なし

特例内容

税額の1/2減額 3年間

① 用途 中古住宅

特例内容

1200万円～100万円控除

国 税

登録免許税
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Ｐ２７ 登録免許税

A売り主 売買契約 買い主B

宮崎県 鹿児島県

市町村 在住

１．登録免許税

（１）納税義務者

Ａの土地をＢが買い、ＡからＢへの所有権移転登記を申請する場合、納税義務者は
誰か？

登記を受ける者が、国に登録免許税の義務を負う。

登記等を受ける者が2人以上いる場合、連帯して納税義務を負う。この場合、ＡＢが
連帯して納税義務を負うことになる。Ｂだけが納税義務を負うのではない点に注意！

Ｐ２７ 納税義務者
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課税関係買主(登記権利者)売り主(登記義務者)
非課税国等一般
課 税一般国等

（２）非課税

• ① 国、地方公共団体等が登記権利者となったとき(国等に登記が移転するとき)

• ※売買契約であれば、国等が買主となった場合は課税されない。逆に売主となっ
た場合は課税される。一般人が買主となるような場合は、原則どおり課税される。

• 表示登記に関する登記。ただし、建物の新築、滅失、分筆、合筆の登記は課税さ
れる。

Ｐ２７ 非課税

２．納付
（１）現金納付の原則
原則は、現金納付の方法がとられている。

(２)例外
例外その１ 近くに国税収納機関がない場合は、現金納付に換えて収入印紙納付が

認められてる。
例外その２ 税額が３万円以下の場合は、収入印紙により納付できる。
例外その３ 収入印紙納付することついて特別の事情があると登記官が認めた場合

にも収入印紙納付の方法による事が出来る。

Ｐ２７～Ｐ２８ 納付方法
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(３)納税先
不動産の所在を管轄する登記所の所在地。納税義務者の住所所在地でない。

(４)納付期限
登記を受ける時までに納付しなければならない。
具体的には、納付した領収書(または収入印紙)を提出書類に貼付してその書類を提
出するので、納期限は「登記等を受ける時」ということになる。

Ｐ２８ 納税先・納付期限

税率課税標準登記の種類

1000分の4不動産価格所有権保存

1000分の20不動産価格売買・贈与所有権移転

1000分の4不動産価格相続・合併所有権移転

1000分の4債権金額抵当権設定

Ｐ３０ 課税標準と税率
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Ｐ３０ 税 率

Ｐ３２ 税率の軽減の特例

中 古新 築

① 所有権保存

② 所有権移転

③ 抵当権設定
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Ｐ３３ 特例の家屋の適用要件

要件項目
個人に限る(法人は適用除外) ※所得要件・制限なし①取得者
自己居住用（貸家は除く）②家屋の用途
床面積が５０㎡以上であること③床面積
新築の場合は、新築後または取得後１年以内の所有権の
保存登記、所有権の移転登記、抵当権の登記であること。

④登記時期

売買。競売によるものに限る。贈与によるものは適用対象
外。

⑤所有権移転登記の
場合

●新耐震基準等に適合するものであること(登記簿上の
建築日付S57年1月1日以降の家屋は新耐震基準に適合
しているものとみなされる)。
改正 耐震設計基準に適合した中古住宅も特例の対象と
なった。

⑥既存住宅にあたって
は①～⑤のほか

重要ポイント
①特例が受けられるのは個人のみで、法人は適用除外。
②特例を受けられるのは所得要件なし。
③特例が受けられるのは建築住宅のみでその敷地は適用除外。
④個人が賃貸用に取得した場合、又は、法人が取得した場合は適用除外。

注意
①この税率軽減措置は、住宅金融公庫の融資を受けている家屋にも適用される。
また、債権者が友人や親戚であったものにも適用される。

②所有権移転登記の特例と抵当権設定登記の特例は、新築住宅ばかりではなく、
中古住宅も適用をうけることができる点に注意。

③特例を受けられるのは、住宅のみであり、その敷地は適用を受けられない点に注
意。

Ｐ３３ 特例を受けられる家屋の要件
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Ｐ３１ 土地の軽減税率の特例

特例本則税率課税対象登記の種類

15/1,00020/1,000土地所有権の移転登記

3/1,0004/1,000土地所有権の信託登記

５．登録免許税の特別規定
(1)土地の売買による所有権移転登記および所有権の信託登記

税率を軽減する特例が適用される(h31.3.31)。

Ｐ２９ 共同担保の抵当権

同じ抵当権を同時に設定
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Ｐ２９ 共同担保の場合の登記

注意 同一登記所において抵当権設定登記を同時に申請する場合
でなければならない。

贈与税

国 税
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Ｐ４５ 特 例

特例の内容特 例
110万の基礎控除❶暦年課税

a. 一般の2500万円特別控除❷相続時精算課税

b. 住宅(建物)を取得のための2500万円特別控除

500万円の非課税❸住宅取得のための非課税

• （５）住宅取得資金贈与の非課税の特例

• 親などから住宅取得資金として金銭の贈与を受けた場合には、贈与税
が非課税とされる特例がある。

• 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限り住宅取
得金の非課税の特例が受けられる。

• この特例の贈与者については500万円までが非課税とされる。

• この場合、暦年課税の基礎控除110万円や相続時精算課税の特例
2,500万円と合わせて適用することができる。

Ｐ４９ 非課税の特例
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非課税の特例

● 住宅取得資金の贈与による『金銭』

● 500万円までは贈与税は非課税

1. 贈与者が親とは限らない。

2. 相続時精算課税の特別控除2500万円

と合わせて出来る。

Ｐ４９ 非課税の特例の要件

●直径尊属「父」「母」「祖父母」などによる金銭
●年齢は問わない

贈与者

人的要件 ●1/1現在１８歳以上の者(子、孫)
●合計所得金額2,000万円以下

受贈者

●住宅とともにする敷地の対価
●床面積が５０㎡以上 (合計所得金額1000万円以下の場合、40㎡
以上) ２４０㎡以下であること。
●１/２以上が専ら居住用である。
●既存住宅は、新耐震基準等に適合するものであること(登記簿上
の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基
準に適合しているものとみなされる)。

●増改築の場合は工事費用が１００万円以上、増築後の面積が５０
㎡以上２４０㎡以下。

用途物の要件

●令和6年の贈与の場合⇒500万円非課税限度額
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※適用対象となる者は、贈与をうけた年の合計所得金額が

 2,000万円以下の者に限られる。

500万円の非課税枠は、受贈者1人当たりの年計となる。

※合計所得金額が2,000万円以下の者の場合は、

❶受贈額ー暦年課税(110万円)ー非課税(500万円)

❷受贈額ー非課税(500万円)ー相続時算課税(2,500万円)

この非課税措置のいずれかを❶②選択しまず適用し、

残りの金額について相続時精算課税か適用することになる。

Ｐ４９ ポイント

不動産の譲渡所得税
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Ｐ５１ 譲渡所得とは

土 地 土 地

２．概要

・課税主体は、国である(国税)。

・課税は、給与所得など他の所得とは別個に税額を計算する (分離課税)

・納付は、確定申告により行う(申告納税)。

・納税義務者は、土地や建物等の譲渡により所得を得た個人である。

※所得税は、各種の所得を合計して計算する「総合課税」が原則であるが、土地・建
物等を譲渡した場合の譲渡所得は、例外的に「申告分離課税」である。

Ｐ５０ 概 要
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３．課税客体

課税客体は、「土地建物を譲渡した場合の所得 (譲渡益・純利
益)」 である。

※不動産業者がその事業として不動産を譲渡する(営利を目的
として継続的に行われる)場合、 「事業所得」と扱われるため、
譲渡所得とはならない。

Ｐ５１ 課税客体

① 権利金の額が地価の50 % ( 10分の5 ) を超える借地権の設定をした場合や、 個

人か法人に土地等を贈与した場合なども、譲渡所得と扱われる。

② 資産を「法人」 に対して、その譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で

譲渡した場合、譲渡したその時における価額に相当する金額により、これらの資

産の譲渡があったものとみなされる。

例えば、個人が(自分が代表である)会社に時価1億円の土地を4.500万円で売っ

た場合、 実際に売った金額4,500 万円ではなく、 1億円で譲渡したものとみなされ

る。

Ｐ５１ 宅建試験に出題
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③ 資産を「個人」に対して、その譲渡の時における価額の2分の1に満た ない金額

で譲渡した場合、譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の計算上、な

かったものとみなされる。

④ 贈与、相続（限定承認を除く）、遺贈(包括遺贈の限定承認を除く)により取得した

資産を議渡した場合、 譲渡所得の金額の計算については、その者が引き続き所有

 したものとみなされる（相続等の時の金額で取得したものとみなされるわけではない
）。

Ｐ５１ 宅建試験に出題

土地
被相続人
1000万

土地
相続人
1000万

土地
2000万で売却

2000万−1000万円
=1000万

Ｐ５１ 譲渡所得税の計算

総収入金額－（取得費＋譲渡費用）

×

税 率

=

税 額
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５．取得費、譲渡費用

（１）取得費

取得費は、その資産の取得に要した金額 (売却した土地や建物を購入したときの

購入代金、 建築代金、登録免許税、不動産取得税等)と、設備費・改良費との合計額
である。

※取得原因が贈与等の取得費の算定

贈与・相続等により取得した土地等を譲渡した場合は、原則として、贈与者＝被相続
人が取得したときの価格をもって取得費とする(贈与を受けたときの価格ではない)。

Ｐ５１ 取得費

（２）概算取得費制度

取得費が不明の場合は、売却代金(売却で得た総収入金額)の
5 %とすることができる。なお、取得費が明らかな場合でも、売
却代金の5 %とすることが認められている。

Ｐ５２ 概算取得費

土地
被相続人

取得費不明

土地
相続人

取得費不明

土地
相続人1000万売却

1000×5%=50万(取得費)
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（３）譲渡費用

不動産業者に対する仲介手数科、登録免許税のほか、立退料
や家屋の取壊費用などが譲渡経費とされる。

ただし、譲渡資産の維持管理費用(修繕費等)は含まない。

Ｐ５２ 譲渡費

譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が5年以内の場合短期譲渡所得

〃 所有期間か5年を超える場合⾧期譲渡所得

６．譲渡所得の区分
譲渡所得は、譲渡した土地・建物等の所有期間に応じて次のように区分される。

※短期譲渡所得と長期譲渡所得の区別は、原則として資産の「取得の日」を基準とし
て、5年以内に譲渡されたか否かで判断する。

しかし、土地・建物に関しては特例があり、 譲渡のあった年の 「1月1日」を基準として
判断する。

Ｐ５２ 長期・短期とは
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Ｐ５２ 長期 短期の区分

平成 21    22     23     24      25     26

2/06                                    1/1  2/06

Ｐ５２ 課税標準の特別控除
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Ｐ５３ 課税標準の特別控除の種類

（３）特別控除の適用

（ア)いずれの特別控除も、所有期間の長期、短期にかかわらず適用を受けることが

できる(⑤、⑦を除く)。

（イ）一年度の一不動産の譲渡について二つ以上の特別控除が該当するときは、前

表の①～⑥の順により一つだけ適用され、重複適用は受けられない。

（ウ）一年度に複数の不動産を譲渡した場合は、それぞれに特別控除の適用を受け

ることかできるが、控除額は年間5 ,000万円を上限とする。

Ｐ５３ 特別控除の適用
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Ｐ５３ 特別控除事例

Ｐ５３ 特別控除
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• ※ 住宅の所有期間が４年、敷地が８年で、これを一括譲渡
する場合のように、短期譲渡所得と長期譲渡所得があるとき
は、まず短期譲渡所得から控除される。

Ｐ５３ 短期から長期と控除

Ｐ５４ 居住用3000万控除

総収入金額－（取得費＋譲渡費用）

－ 3000万特別控除

×

税 率

=

税 額
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Ｐ５４ 3000万円の適用要件の期間

R1        R2        R3        R4

2/20                               2/20

空家 12/31

1年 2年 3年
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Ｐ５４ 3000万円適用

2017  2018  2019   2020    2021

Ｐ５４ 相続・遺贈による3000万円特別控除

相続財産
被相続人が居住

空 家

耐震改修

売却

建物を解体
して更地
の売却

相続人が
譲渡する場合

3000万

控除あ
り
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Ｐ５４ 相続・遺贈による3000万円特別控除

空き家対策のための特例

要介護認定を受け直前まで老人ホ－ム等に入居していたため

居住の用に供することが出来ない。

Ｐ５４ 空家対策のため対策
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お疲れ様でした!!

◎その他の予習問題２を配布しますので、
次の講義までに予習をお願いします。

◎テキストを再読した上
宅建重点問題問１～問１８復習を行ってください。

●次回の講義は１０月１２日(土)です。
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